
令和２年４月８日 

 

緊急事態宣言の発令によるハーバーの営業体制について 

 

４月７日（火）に日本政府より発令されました緊急事態宣言を受け、当面の間マリーナの営業体制が下記の

通りとなりますので、皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

記 

 

●営業時間 

 ・ハーバーヤード場内入退場時間（平日及び土休日ともに） 8：00～18：00まで 

  ※オーナー駐車場の入退場も同様です。 

・２０ｔ、３０ｔクレーン、マリフター稼働時間（平日及び土休日ともに）  9：00～17：00 

・マリーナプラザ内の店舗は全て休業となります。 

・原則として出入港業務（上下架含む）と給油業務のみの営業となりますのでご了承ください。 

・減員体制での営業となりますので、上下架に時間が掛かる場合がございますが、ご理解いただきますよ

うお願いいたします。 

・祝日を除く毎週火曜日と５月７日（木）は定休日となります。 

 

●ご利用施設の閉鎖 

・マリンショップ、ハーバーフロント、キャプテンズルーム、浴室は閉鎖いたします。 

  ※テラス、ロッカールーム、トイレはご利用いただけます。 

・マリンショップの閉鎖に伴い、ヤード内への入場はメンバーカードがないと入れませんのでご注意くだ

さい。 

・出港届はイエローハウス内及びマリーナ事務所でご記入ください。 

・給油は可能ですが、掛け売りのみの対応とさせていただきます。（現金、カード払いはお取り扱いでき

ませんのでご注意ください。） 

・船の鍵の貸し出しはマリーナ事務所へお申し出ください。 

・レンタルスペース（BBQコーナー）、レンタルルームのご利用はできません。 

・電話でのご連絡はハーバー直通のみの対応となりますのでご注意ください。 

  ハーバー直通 ℡ 046-875-7485 

以上 
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